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南魚沼市監査委員告示第７号 

 

 

 

 

監 査 結 果 の 公 表 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づく監査を実

施したので、同条第９項の規定により監査の結果に関する報告を別紙のとおり公表す

る。 

 

 

 

平成２４年１０月３０日 

 

 

 

           南魚沼市監査委員  廣 井 正 一 

 

 

           南魚沼市監査委員  腰 越  晃 
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南 魚 監 第 ８ １ 号 

平成２４年１０月２５日 

 

南 魚 沼 市 長  井 口 一 郎 様 

南魚沼市議会議長  阿 部 久 夫 様  

 

 

南魚沼市監査委員 廣 井 正 一 

南魚沼市監査委員 腰 越  晃 

 

 

財政援助団体等の監査の結果に関する報告について（提出） 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等に対する監査を実施したの

で、同条第９項の規定により監査の結果を報告する。 

 

記 

 

１ 監査の対象 

   平成２３年度において、南魚沼市が補助金を交付した団体（財政援助団体）及び公の 

  施設の管理を行わせている団体（指定管理者）。 

 

２ 監査の実施団体 

 （１）南魚沼市塩沢地域農業再生協議会         

 （２）南魚沼市大和・六日町地域農業再生協議会 

（３）医療法人 齋藤記念病院 

 （４）株式会社 飛鳥（南魚沼市斎場指定管理者） 

 （５）医療法人社団 萌気会（南魚沼市立浦佐認定こども園指定管理者） 

 （６）五城土地改良区 

 （７）大和郷土地改良区 

 （８）南越後観光バス株式会社 

 

３ 監査の実施日 

   平成２４年１０月２日から平成２４年１０月１１日まで 

 

４ 監査の方法 

   監査の実施にあたっては、現地に赴き、各団体から提出された資料及び提示のあった 

  関係帳簿・関係書類を調査するとともに、以下の点を中心に関係職員からの説明を聴取

するなどの方法で実施した。また、指定管理者が管理する施設（以下「指定管理施設」

という。）については、当該施設の現地調査を実施した。 
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（1） 交付された補助金が交付目的どおりの効果を発揮しているか 

（2） 指定管理制度が有効に機能しているか 

 

５ 監査の結果 

  交付された補助金等に係る出納その他の事務は、概ね適正に処理され、その目的どおり 

の効果があるものと認められた。 

  指定管理施設の管理・運営についても概ね適正に行われているものと認められた。 

  なお、監査の際に見受けられた軽微な事項については、口頭で改善又は検討を要望した。 

  各団体に係る監査の結果は、別紙のとおりである。 
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（別紙） 

○南魚沼市塩沢地域農業再生協議会 

  

１ 補助金の交付状況（平成２３年度） 

 （１）塩沢地域水田農業構造改革対策推進事業費補助金  ９,６２６,０００円 

 （２）農業者戸別所得補償制度推進事業補助金      ５,９２３,０００ 

 

２ 団体概要 

  名 称：南魚沼市塩沢地域農業再生協議会（平成２４年２月の規約改正により南魚沼市 

      塩沢地域水田農業確立推進協議会から変更、以下「協議会」という。） 

  区 域：南魚沼市塩沢地域 

  目 的：米の生産調整、農業者戸別所得補償の取組み 

  事務局：事務局―しおざわ農業協同組合（ＪＡ）営農課営農企画係  

      人員―市職員  １名（専任） 

         ＪＡ職員 ３名（兼任） 

         臨時職員 ２名（専任） 

 

３ 監査の結果 

（1） 平成２３年度決算の概要 

（単位：千円） 

収       入 支       出 

市 補 助 金 ９，６２６ 団 地 加 算 補 助 金 １０，６５３ 

Ｊ Ａ 負 担 金 ６，４１７ 農家組合達成補助金 ５，２９１ 

県間調整・地域とも

補 償 拠 出 金 
４４，７３９ 

県間調整・地域とも

補償超過達成支出金 
４２，２５７ 

加工用米協議会助成 ２，５００ 

農業者戸別補償制度

推 進 事 業 費 
５，９２３ 

農業者戸別補償制度

推 進 事 業 費 
５，９２３ 

そ の 他 ３９４ そ の 他 ８２ 

合 計 ６７，０９９ 合 計 ６６，７０６ 

   

（2） 補助事業の概要 

塩沢地域水田農業構造改革対策推進事業費補助金は、生産調整達成のため協議会が単独

で行う助成事業（団地加算補助金、農家組合達成補助金等）に補助され、事業費の６０％

（ＪＡが４０％）を負担するものである。 

農業者戸別所得補償制度推進事業補助金は、農業者戸別所得補償制度推進のための事務

費に補助され、その全額が国の予算で措置され、市の予算を通じて協議会に交付されてい

る。 
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（3）監査委員の所感 

 平成２３年度の塩沢地域の転作率は３４．６％であったが、達成率は９８．５％となっ

た。県間調整８１７ｔを加味すると実質の転作率は２７．３％程度となる。当協議会は、

高価格米の「魚沼コシヒカリ」の産地として、農家経済の向上を図るためには「魚沼コシ

ヒカリ」の増産を図りたいし、一方で国の施策の生産調整を順守しなければならないとい

う相矛盾する状況のなかにある。米に次ぐ作物がなかなか見いだせないなかでは、これ以

上の生産調整の強化は困難ではないかと感じた。 

  とりわけ、事務局の一翼を担うしおざわ農業協同組合にとっても、事業の柱である「米 

の販売」戦略に密接にかかわり、事務局体制の再検討も必要ではないかと感じられた。 
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○南魚沼市大和・六日町地域農業再生協議会 

 

１ 補助金の交付状況（平成２３年度） 

  （１）大和・六日町地域水田農業構造改革対策事業費補助金 １２,０００,０００円 

  （２）農業者戸別所得補償制度推進事業補助金        ６,０９０,０００ 

 

２ 団体概要 

  名 称：南魚沼市大和・六日町地域農業再生協議会（平成２４年２月の規約改正により 

      南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会から変更、以下「協議会」      

という。） 

  区 域：南魚沼市大和地域及び六日町地域 

  目 的：米の生産調整、農業者戸別所得補償の取組み 

  事務局：事務局―魚沼みなみ農業協同組合（ＪＡ）営農企画課 

人員―市職員  ２名（専任） 

         ＪＡ職員 １名（専任） 

         臨時職員 １名（専任） 

３ 監査の結果 

（1） 平成２３年度決算の概要 

（単位：千円） 

収       入 支       出 

戸別所得補償制度 

導 入 促 進 事 業 
６，０９０ 

戸別所得補償制度 

導 入 促 進 事 業 
６，０９９ 

市 補 助 金 １２，０００ 団 地 助 成 金 ７，５７１ 

Ｊ Ａ 負 担 金 ８，０００ 
集落とも補償活動 

助 成 金 
１１，５６９ 

地域間調整拠出金 １１２，０３１ 
地域間調整・地域とも

補償超過達成助成金 
１１２，１５２ 

そ の 他 ２，１３３ そ の 他 １，１９７ 

合 計 １４０，２５４ 合 計 １３８，５８８ 

 

（2）補助事業の概要 

大和・六日町地域水田農業構造改革対策推進事業費補助金は、生産調整達成のため協議会

が単独で行う助成事業（団地助成、集落とも補償活動助成金等）に補助され、事業費の６０％

（ＪＡが４０％）を負担するものである。 

農業者戸別所得補償制度推進事業補助金は、農業者戸別所得補償制度推進のための事務費

に補助され、その全額が国の予算で措置され、市の予算を通じて協議会に交付されている。 
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（3）監査委員の所感 

 平成２３年度の大和・六日町地域の転作率は各々３１．２％、３２．７％であったが、達

成率は１００．１％となった。地域間調整２，０４７ｔを加味すると実質の転作率は協議会

全体で１８．２％程度となる。当協議会は、高価格米の「魚沼コシヒカリ」の産地として、

農家経済の向上を図るためには「魚沼コシヒカリ」の増産を図りたいし、一方で国の施策の

生産調整を順守しなければならないという相矛盾する状況のなかにある。スイカ、きのこな

どの作物が有力であるが、これ以上の生産調整の強化は困難ではないかと感じた。 

 とりわけ、事務局の一翼を担う魚沼みなみ農業協同組合にとっても、事業の柱である「米 

の販売」戦略に密接にかかわり、事務局体制の再検討も必要ではないかと感じられた。 
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○医療法人 齋藤記念病院 

 

１ 補助金の交付状況（平成２３年度） 

  病院群輪番制病院運営事業補助金   ３,８３６,０００円 

 

２ 団体概要 

  設  立：昭和５２年１２月 

  病 床 数：１１８床（一般病棟７０床、療養病棟４８床） 

  診療科目：脳神経外科、整形外科、リウマチ科他 

 

３ 監査の結果 

（1） 平成２３年度事業実績 

 1）事業費 

（単位：円） 

区 分 支出額 うち市補助金 うち団体 

金 額 １６，０４１，９００ ３，８３６，０００ １２，２０５，９００ 

 2）事業概要 

  ・実診療日数  ５４日（休日 ９日、夜間 ４５日） 

  ・職員の状況  医師   ４名 

          看護師  ２名  

          医療技師 ３名 

  ・取扱患者数  入院 ４１名 外来 １２５名 計 １６６名 

 

（2） 補助事業の概要 

  病院群輪番制は、南魚沼市、魚沼市、小千谷市、長岡市（旧川口町）、湯沢町の地域で、

休日、夜間の重症救急患者の医療を確保するため第一次救急医療体制の後方体制として、

二次救急医療体制を地域内８病院の参加により実施している。本補助金は、輪番制に参加

する病院にかかわる経費の一部を補助するものである。 

 

（3） 監査委員の所感 

  齋藤記念病院は、脳神経外科の専門病院として、地域の中心的医療機関としてかけがえ

のない存在である。当市では、脳神経外科にかかわる第１次医療、第２次医療は全面的に

本病院に依存している。 

  事業の実施状況をみると、病院である以上、当番日も非当番日もともに変わりなく同じ

体制で実施しているとのことである。とすれば、事業に対する補助金として考えると補助

率２３．９％であり、あまりにも補助率が低すぎ、実態に沿わない状況と思われる。 

  平成２７年６月には魚沼基幹病院（仮称）が開院する。今まで以上に地域住民にメリッ

トがあるような医療体制の検討が望まれる。 
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○株式会社 飛鳥（南魚沼市斎場指定管理者） 

 

１ 指定管理施設の概要 

  名  称：南魚沼市斎場 

  所 在 地：南魚沼市思川 576番地 1他 

  供用開始：平成２２年９月１日（一部供用開始） 

  火葬炉数：５基（内ペット炉１基） 

  指定期間：平成２２年９月１日から平成２５年３月３１日まで 

  委 託 料：２７,８２５,１５８円（平成２３年度） 

  指定管理業務： 

（1） 斎場の火葬に関する業務 

（2） 斎場の施設・設備の維持管理に関する業務 

（3） ペットの火葬及びペット火葬使用料の徴収に関する業務 

（4） その他、斎場の管理運営に必要な業務 

＊一般火葬の使用許可及び使用料の徴収は市の業務 

 

２ 指定管理者の概要 

  名 称：株式会社 飛鳥 

  所在地：新潟県南魚沼市塩沢 799番地 15 

  設 立：平成５年４月１日 

  資本金：１５４，０００千円 

  主たる事業：葬祭業 

 

３ 監査の結果 

（1） 平成２３年度事業内容 

1） 決算額                     （単位：円） 

区       分 金       額 

① 管理費（制服代含む） ９，６５５，６４６  

② 業務管理費（事業者報酬） １，４３０，７０２ 

③ 人件費 １３，８６０，０００ 

④ 委託料 ２，３８２，０５５ 

⑤ 使用料及び賃借料 ４９６，７５５ 

⑥ その他（雑費） ０ 

⑦ 諸経費（事務処理費） ０ 

合      計 ２７，８２５，１５８ 

＊業務管理費＝（①管理費 9,655,646－制服代 117,631）×１５％ 

2）事業の概要 

ア）職員体制 

  場長 １名 事務員 １名 業務員 ３名  緊急時駆け付け人 ２名 
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イ） 一般火葬炉 

 ・受入件数    ８１４件（午前 ７０３件（86.4％） 午後 １１１件（13.6％）） 

 ・稼働日数    ３０４日 

 ・平均受入件数  ２．７件／日（最大受入件数 ７件／日） 

 ・平均来場者数  ２３人／件（最大 ７２人  最少 １人） 

ウ）小動物炉 

 ・受入件数    ２１９件 

 ・稼働日数    ３０３日 

 ・平均受入件数  ０．７件／日  

 

（2） 監査委員の所感 

  本斎場は、昭和４９年６月に供用開始した旧斎場が、施設の老朽化が進んできたこと等 

 により、総額約１２億円の事業費により建設し、平成２２年９月から供用開始したもので 

 ある。新しい施設になったことを契機に、それまでの市による臨時職員を主体にした直営 

 体制から、指定管理者による運営体制に移行したものである。 

  新斎場は、「人生の終焉の場にふさわしい尊厳と格調のある環境に配慮した施設とし、 

 会葬者の心情、事情も考慮し、混雑時にも会葬者同士がなるべく交錯することがない余裕 

 のある施設構成」として計画したとおり、大変すばらしい施設であった。 

  旧斎場で指摘されていた接遇等であるが、監査には場長及び「１級葬祭ディレクター」 

 の有資格者が応対したが、その応対振りには当職もなるほどと感心するところがあった。 

  また、インターネット及び携帯電話を利用して、２４時間、火葬炉４基と待合室２室の 

 仮予約が可能なシステムが導入され、市及び葬祭業者にＩＤとパスワードが付与され、利 

 便性の向上と公平・平等の確保に配慮がなされていた。 

  指定管理制度の導入の目的が、「公の施設の管理において必要に応じて民間のノウハウ 

 を活用し、効果的・能率的な公の施設の管理」を実現することにあるという観点から斎場 

 の指定管理の目的を考えると、「適正な価格できめ細かい市民サービスの提供」を図るこ 

 とと考えられる。これに対する指定管理者の業務管理費（事業主報酬）の算定は、管理費 

 の１５％となっている。管理費には燃料費、光熱水費等が含まれており、市としてコスト 

 の削減を求めている部分でもある。指定管理者が良心的に管理をし、コストを削減すれば 

 するほどそれに連動して業務管理費も減る仕組みになっている。指定管理者も市もともに 

 メリットが得られる業務管理費の仕組みを望むものである。 
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○医療法人社団 萌気会（南魚沼市立浦佐認定こども園指定管理者） 

 

１ 指定管理施設の概要 

  名  称：南魚沼市立「浦佐認定こども園」 

  所 在 地：南魚沼市浦佐 5278番地 9 

  開   設：平成２３年４月１日 

  定   員：１８０名 

  指定期間：平成２３年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

  委 託 料：１２５，４２９，２２６円（平成２３年度管理委託料） 

           １３８，３００円（一時預かり無料券利用委託料） 

   補 助 金： ４２，０８６，０００円（未満児保育事業補助金外９件） 

 

２ 指定管理者の概要 

  名 称：医療法人社団 萌気会 

  住 所：南魚沼市二日町２０５番地６ 

  設 立：平成５年  

  事業概要：医療（診療所２ヵ所）、介護保険事業(１０事業所）、有料老人ホーム（２ヵ 

       所）、栄養調理室、移送環境整備農園室等 

 

３ 監査の結果 

（1） 平成２３年度事業内容 

1） 決算額 

（単位：千円） 

収       入 支       出 

委 託 費 １２８，５８４ 人 件 費 １３９，７２６ 

補 助 金 ４０，８７５ 事 務 費 １９，５３０ 

利 用 料 収 入 ９，２４４ 事 業 費 １３，９７４ 

管 理 費 １，８２７ そ の 他 ２，２７８ 

そ の 他 ４，３６３   

合 計 １８４，８９３ 合 計 １７５，５０８ 

＊委託費及び補助金は、市と団体に期間等のズレがあり金額が一致しない。 

2） 定員と入園状況 

（単位：人） 

年齢 定員 入園児 年齢 定員 入園児 

０ １１ １２ ３ ４５ ４２ 

１ １４ ２４ ４ ４５ ５４ 

２ ２０ ２７ ５ ４５ ４０ 

   合計 １８０ １９９ 

＊入園児数は平成２４年１０月１日現在 
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 ・病後児保育  ３人 

 ・一時預かり保育 

 ・障害児保育 

 ・学童保育 ３０～５０人 

3）職員配置 

 ・園長       １名    ・副園長    １名 

 ・保育士及び教諭 ２８名    ・看護師    ２名 

 ・英語・音楽担当者 ２名    ・学童指導員  ４名 

 ・調理員      ４名    ・パート    ３名 

 ・庶務・事務員   ３名    （待機看護師・保育者  ３名） 

 

（2） 監査委員の所感 

  「こんにちは」と子どもたちの元気なあいさつに迎えられた。とにかく元気がいい。円 

 形のユニークな木造建築の建物。廊下がトラック替わりで、何となく走りたくなる。当該 

 施設は、これまでの「浦佐保育園」「浦佐幼稚園」「大空クラブ」（学童施設）の三つの 

 施設を統合して、平成２３年４月１日に新規開設した。それを契機に指定管理者制を導入 

 したものである。 

  園の保育理念は「いつも子どもを真ん中に」である。「子ども自身が自らの体験・遊び 

 から学ぶことが基本です」と園長。先生は一方的に教える役割ではなく、子どもが自分の 

 体験から学び、気づけるように寄り添い、支援していく役割を基本にしているとのことで 

 ある。園の周辺には、天然芝の天王町グランド、八色の森公園、小・中学校があり、恵ま 

 れた環境を充分に活かして、保育に取組んでいるように感じた。 

  保護者との関係は大変良好であり、園のサポーターとして取り込もうとしているように  

 見受けられた。園との連絡は、「園だより」「クラスだより」「個人連絡帳」「アルバム」 

 により行い、送迎時にも積極的にコミュニケーションを図ろうと声掛けを行っている。「個 

 人連絡帳」を一部拝見したが、園での生活がよくわかるよう非常にきめ細かく記入されて 

 いた。一斉メールシステムを導入し、普段の連絡や毎日の欠席等の連絡にも使用していた。 

  障がい児保育にも積極的に取組んでいる。障がい児と共に育つという考えがあり、統合 

 保育を基本にしているとのことである。集団の調和よりも個の存在を重視するのであろう。 

 いろいろの子どもがいて、お互いに学び合うのだと思う。遅れている⇔進んでいる、正常 

 である⇔異常であるという区分けにどんな意味があるというのだろう。 

  職員は、保育士と幼稚園教諭の両方の資格をもち、正職員である。２年目となるが一人 

 として離職する人はいなかったとのことである。確かに、公立の職員に比較すると待遇は 

 見劣りするかもしれないが、「正職員として雇用が保障され、平均的な給与であれば、あ 

 とは自分のやりたい保育ができる職場の方がいいのではないか」「萌気会は働く人を大事 

 にする。働く人が働きやすい環境を整えることが利用者にも満足できるサービスを提供で 

 きる」と園長は力説していた。また、「民間のいいところは、萌気会の掲げる保育理念に 

 共感できる人を採用できるし、異動がないので園にも職員にも経験の蓄積ができる」との 

 ことであった。また、英語担当の職員は、国際大学出身のミャンマー国籍の女性を正職員 

 として採用し、子どもたちや職員に英語の授業をしているとのこと。これぞ公設民営かと、 
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 その先進性と柔軟性に当職も感心した。 

  病後児保育の利用状況は、当初予想よりは低調であるとのこと。平成２３年度では年間 

 ６６人程度である。回復期でもあるため、同一施設で別の部屋だと子どもが非常に嫌がる 

 ということであった。 

  一時預かり保育も当初の想定よりも利用者が多く、未満児の待機者が便宜的に利用して 

 いる例もあるとのことである。 

  学童保育では、１年生では安心感を持つようであるが、当初想定よりは人数が多く、夏 

 休みは浦佐小学校のミーティングルームを使用しているとのことである。 

  前記の定員と入園状況にあるように定員オーバーの状況である。特に、保護者の雇用状 

 況を反映して未満児で定員オーバーである。開設して２年目となり、評判の良さから、当 

 初想定とは異なって利用者が多いという状況がでてきている。今後、検証を行い、「子ど 

 もが真ん中」の保育ができる施設であり続けるよう柔軟な対応を望むものである。 

  萌気会のもっている資源、周辺の環境の良さ、そして何よりも園長の揺るぎない確信に 

 満ちた保育理念と豊富な経験。これらが一体となって「子どもが真ん中」の保育を実践し 

 ていると感心した。 
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○五城土地改良区 

 

１ 補助金の交付状況（平成２３年度） 

 （１）南魚沼市産業振興事業 農道整備事業等償還補助金   ２０,４４９,４８９円 

 （２）南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助金          １,１３８,０００ 

 

２ 団体概要 

  名 称：五城土地改良区（認可番号 新潟県第３１８号） 

  区 域：城内及び五十沢地区 

  概 要：昭和４０年４月１日 城内土地改良区及び五十沢土地改良区合併により設立 

      地区面積 田：１,１４７ha  畑：１３２ha（平成２４年５月３１日現在） 

      組合員数：１,５１３人（平成２４年５月３１日現在） 

      主な施設の概要 

       頭首工       ３ヶ所 

       溜 池       ２ヶ所 

       幹線用水路     ２８ｋｍ（全用水路 ２１５ｋｍ） 

       幹線排水路     ２０ｋｍ（全排水路 １７６ｋｍ） 

       農  道     １２４ｋｍ  

       小水力発電施設   １ヶ所  

 

３ 監査の結果 

（1） 平成２３年度事業実績 

 1）事業費 

・農道整備事業等償還補助金 

   借入件数  ５２件 

償還額   元金 １８，０４０，３４５円 

         利子  ２，４０９，１４４ 

         計  ２０，４４９，４８９   

・農業用施設維持修繕事業補助金 

（単位：円） 

総事業費 うち市補助金 うち事業者負担金 

１２，９４９，８６０ １，１３８，０００ １１，８１１，８６０ 

 

3） 事業内容 

ア）農業用施設維持修繕事業補助金 

  ・農道、用水路、頭首工等 ２１件    ８，０７４，４７７円 

  ・原材料費               ２，３６９，７１３ 

  ・機材等使用料             ２，５０５，６７０  
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（2） 補助事業の概要 

農道整備事業等償還補助金は、過去に実施した農道整備事業等に際し、事業費の一部 

に充てるため土地改良区が金融機関から借入れた借入金の償還金について補助金を交付

するもの。 

農業用施設維持修繕事業補助金は、農業施設が有する多面的機能、すなわち市民の生 

活環境の維持にとってもかけがえのない施設であることに鑑み、予算の範囲内で維持修

繕事業に補助金を交付するもの。実際の運用は、「南魚沼市農業用施設維持修繕事業補

助金交付要綱」（平成２３年告示第４５号）によりなされている。 

 

（3） 監査委員の所感 

農道整備事業等償還補助金については、借換えを行い、利子負担の軽減に努めていた。 

   農業用施設維持修繕事業補助金については、土地改良区が行っている農道、用排水路 

等の維持修繕は、良好な市民生活を営むうえで不可欠なものである。土地改良区にとっ 

ても施設の維持管理が主な業務になり、また、昭和５０年代に建設を終えた施設の更新 

の時期を迎え、その資金の調達に苦慮しているところである。公共施設が「壊して新設 

する」考えから「維持補修しながら長く使用する」考えになっている現在、土地改良区 

との適切な負担区分のもとに計画的な施設の維持修繕と長寿命化を望むものである。 
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○大和郷土地改良区 

 

１ 補助金の交付状況（平成２３年度） 

 （１）南魚沼市産業振興事業 農道整備事業等償還補助金    ２９,１８５,３１８円 

 （２）南魚沼市産業振興事業 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

１４,６００,０００ 

 （３）南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助金               １,６９２,０００ 

 

２ 団体概要 

  名 称：大和郷土地改良区 

  区 域：大和地区及び魚沼市の一部 

  概 要：昭和４０年４月１５日 浦佐・大崎・東・薮神土地改良区合併により大和土地 

                 改良区設立 

      昭和５４年３月３０日 大和土地改良区と八色原土地改良区合併により大和郷 

                 土地改良区設立 

      地区面積 田：１,８０２ha 畑：３０５ha（平成２４年３月３１日現在） 

      組合員数 ２,３４０人（内魚沼市１３２人、平成２４年３月３１日現在） 

 

３ 監査の結果 

（1） 平成２３年度事業実績 

1） 事業費 

・農道整備事業等償還補助金    

     借入件数  ３３件 

     償還額   ・二五堰用水路償還金補助      １，９６５，１１５円  

           ・農道整備事業償還金補助     ２０，７１６，５１０ 

           ・基盤整備促進大崎地区償還金補助  ６，５０３，６９３  

               合    計       ２９，１８５，３１８ 

   ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

     平成２２年度からの繰越分            ７，３００,０００円  

     平成２３年度                  ７，３００，０００ 

      合 計                   １４，６００，０００    

     （財源内訳）  国 費            １１，１００，０００ 

             県 費             ３，５００，０００ 

             市 費                     ０                    

   ・農業用施設維持修繕事業補助金 

                               （単位：円） 

総事業費 うち市補助金 うち事業者負担金 

４，１０７，５４７ １，６９２，０００ ２，４１５，５４７ 
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 2）事業内容 

ア） 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

 実施地区  南魚沼市浦佐 

 受益面積  １０．７ｈａ 

 主要工事  客土 １０．７ｈａ 

 総事業費  ４５，０００千円 

 事業期間  平成２２年～平成２５年 

イ） 農業用施設維持修繕事業補助金 

 農道補修工事      ７件    ９８３，３６６円 

 パイプライン修繕工事  ９件  １，５２３，６１２  

 その他工事       ５件  １，６００，５６９ 

 

（2）補助事業の概要 

   農道整備事業等償還補助金は、過去に実施した農道整備事業等に際し、事業費の一部 

に充てるため土地改良区が金融機関から借入れた借入金の償還金について補助金を交付

するもの。 

 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金は、「農山漁村の活性化のための定住等及び地

域間交流の促進に関する法律」に基づく国の支援策として交付されるもの。 

農業用施設維持修繕事業補助金は、農業施設が有する多面的機能、すなわち市民の生 

活環境の維持にとってもかけがえのない施設であることに鑑み、予算の範囲内で維持修

繕事業に補助金を交付するもの。実際の運用は、「南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助

金交付要綱」（平成２３年告示第４５号）によりなされている。 

 

（3）監査委員の所感 

農道整備事業等償還補助金については、借換えを行い、利子負担の軽減に努めていた。 

農業用施設維持修繕事業補助金については、土地改良区が行っている農道、用排水路 

等の維持修繕は、良好な市民生活を営むうえで不可欠なものである。土地改良区にとっ 

ても施設の維持管理が主な業務になり、また、昭和５０年代に建設を終えた施設の更新

の時期を迎え、その資金の調達に苦慮しているところである。公共施設が「壊して新設

する」考えから「維持補修しながら長く使用する」考えになっている現在、土地改良区

との適切な負担区分のもとに計画的な施設の維持修繕と長寿命化を望むものである。 
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○南越後観光バス株式会社 

 

１ 補助金の交付状況（平成２３年度） 

 （１）生活交通確保対策運行費補助金       １６,５５６,０００円 

 （２）生活交通確保対策運行費補助金(市単独)   １３,２１６,０００ 

 （３）生活交通確保維持改善事業費補助金           ９,０６７,２８９ 

 （４）路線バス運行にかかる運行費補助金      ３,６３６,０００ 

 

２ 団体概要 

  名 称：南越後観光バス株式会社 

  本店の位置：南魚沼市美佐島字野田道１６０３番地 

  設 立：昭和６２年１２月４日（同年１２月２０日営業開始） 

  主たる事業内容：旅客運送業（一般乗合、一般貸切）、自動車の運行及びその管理の請 

          負業、国内旅行業 

  事業用自動車の数：１０７両（一般乗合７４両、一般貸切３３両） 

 

３ 監査の結果 

（1） 補助事業の概要 

本事業は、バス運行が必要不可欠でありながら、輸送人員の減少等によりその維持 

が困難になっている地域の生活交通路線の維持を図るため、乗合バス事業者に対し、

個別路線毎に生じている欠損等について補助金を交付するものである。 

（2）監査委員の所感 

    補助金額の算出基礎となる路線の収益・費用等の内訳については、試査により符合

していること、また、補助対象経費の算定にあたっては、補助対象外の経費を細かく

算定し除外する等により、適正に対処されていることが確認できた。 

    補助の対象となる路線は、いずれも低収益であるが、地域住民の足として欠かせな

い路線である。今後も出来る限りの経費削減と安全運行に努め、地域住民の交通手段

確保に貢献することを望むものである。 


